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国
家
お
よ
び
法
の
秩
序
に
お
け
る
基
本
権

の
機
能

個
人
と
国
家
の
間
の
緊
張

の
場
に
お
け
る
基
本
権

人
類
学
的
根
拠
づ
け

法
の
前
提
で
あ
り
創
造
物
で
あ
る
も

の
と
し
て
の
基
本
権

中
心
的
な
基
本
権
に
か
ん
す
る
諸
問
題

政
治
の
手
段
で
あ
り
目
的
で
あ
る
も

の
と
し
て
の
基
本
権

客
観
的
原
則

で
あ
り
主
観
的
権
利
で
あ
る
も
の
と
し
て
の
基
本
権

ヨ

ル
ク

・
パ
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・
ミ
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ラ
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『
ス
イ

ス
基

本
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原

論
』

(
一
六

)

五

一

(
25M

)



五

二

(
M5M
)

6
.

基
本

権

の
私

人
間

的
側

面

に

つ
い
て

H
.
基

本
権

理
論

の
た

め
の
推

論

1
.

基
本
権

の
防

御
的

(d
e
fe
n
s
iv
)
理
解
と

構
成

的

(k
o
ns
titu
tiv
)

理
解

2
.

右

二

つ
の
理

解

の
位

置
付

け
と

境

界

3
.

「制

度
的

」

(min
s
tit
utio
n
e
ll≪
)
基

本
権

理
解

の
概
念

に

つ

い
て

皿
.
国

家

の
構

成
的

要
素

と
し

て

の
基

本
権

I

l
民
主

的
法
秩

序

の
必
須
物

1
。

国
家

の
構
成

的
要
素

2
.
基

本
権

の
再
構

成

3
.
権

利
実

現

の
過
程

に
お

け
る
基

本
権

の
機

能

4
.
少

数
者

の
保
護

5
.

ス
イ

ス
に
お

け
る
基

本
権

の
、

そ

の
他

の
特
殊

な
機
能

第

二
章

基

本
権

の
実

現

1
.
基
本

権
を

具
体
化

す

る
必
要

性

皿
.
基
本

権

の
部
分
的

内
容

1
.
基

本
権

の
、
直

接
的

請
求

の
根

拠
と

な

る
内

容

2
.

プ

ロ
グ
ラ

ム
の
層

(p
ro
g
r
am
m
atisc
h
e
S
ch
ich
t)

3
.
単

純
な

法
適

用

の
際

の
基

本
権

の
側

面
防

護
的

(fl
a
n
k
ie
re
n
d
)
作
用

皿
.

様

々
な
基

本
権
内

容

の
国
家

機
関

へ
の
配
分

(Z
u
o
rd
n
u
n
g
)

1
.
課

題
-

適
切
な
機
関
の
決
定

2
.
立

法

者

3
.
執

政

(R
eg
ie
r
u
n
g
)

と
行

政

(V
e
rw
a
ltu
n
g
)

4
,
判

例

付

説
.

権
限

あ
る
国

家
機

関

の
決
定

に
か

ん
す

る
事

例
と

し

て
の
ス
イ

ス
基
本
権

判

例

の
歴

史

W
.

基
本

権

に
も
と
つ

く
給

付
請

求
権

(L
eis
tu
n
g
s
an
sp
r
u
ch
)
1

社
会

的
基

本
権

(以

上

、
本
誌

一
七

〇
号

)

(以

上

、
本
誌

一
七

一
号
)

(以

上

、
本
誌

一
七

二
号
)

(
以
上
、

本
誌

一
七
三
号

)
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1
.

問

題

2
.

連
邦

裁
判

所

の
判
例

3
.
連
邦

裁
判

所
判

例

の
分
析

4
.
司
法

審
査

適
合

性

〔判
定

〕

の
決
定

的
基
準

V
.

合
憲
解

釈

(v
e
rfas
su
n
g
sk
o
n
for
m
e
A
u
sle
g
u
n
g
)

1
.
原

則

2
.
連
邦

裁

判
所

の
憲
法

裁
判

権

に
お
け

る
意
義

3
.
憲
法

に
適
合

す
る
裁

量
権

行
使

(E
rm
es
se
n
sa
u
s
u
b
u
n
g
)

5
'

基
本
権

の
第

三
者
効
力

1
.
問

題

2
.
第

三
者

効
力

説

の
論

拠

3
.
基

本
権

の
第

三
者
効

力

の
原
則

的
承

認

4
.
私

法

に
お
け

る
基

本
権

の
適
用

状
x

(A
n
w
e
n
d
u
n
g
s
m
o
d
a
lita
t)

第

三
章

基

本
権

の
妥

当
領

域

に

つ
い
て

ー
.
妥
当

領
域

の
決

定

1
.
方

法
論

的
注

記

2
.
人
的
妥
当
領
域
の
確
定
-

各
論

n
.
基
本

権
制

約

の
問
題

と

の
関
連

第

四
章

基

本
権

の
制

約

1
.
法
律

上

の
根
拠

1
.
法

律
と

基
本

権

の
間

の
同

一
化

傾
向

(K
o
n
v
e
rg
e
n
z
)
と

衝
突

(ス
8

臣
江
)

2
.
基

本
権

制
約

の
た

め

の
前

提
と

し

て

の
法
律

3
.
基

本
権

保
障

の
た

め

の
法

律

の
機
能

へ
の
期

待

(以

上
、
本

誌

一
七

四
号

)

(以

上
、

本
誌

一
七

五
号

)

(以

上
、

本
誌

一
七

六
号

)

(以

上

、
本
誌

一
七
七
号

)

(以
上

、
本
誌

一
七

八
、

一
七
九

号
)
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(
一
六

)

五
三
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細
)



五

四

(
5
)

H
.
公
共

の
利
益
と
比
例
原
則

1
.
基
本
問
題
11
利
益
衡
量

2
.
利
益
衡
量

の
方
法

3
.
公
共

の
利
益
の
決
定

4
.
比
例
原
則

皿
.
核
心
的
内
容

1
.
核
心
的
内
容
の
保
障

の
機
能

2
.
核
心
的
内
容
の
確
定

3
.
核
心
的
内
容
の
保
障
と

い
う
開
か
れ
た
問
題

第
五
章

基
本
権
の
競
合

1
.
序

論

n
.
競
合
問
題
解
決
の
不
可
避
性

1
.
基
本
権
の
多
様
な
機
能

2
.
基
本
権
の
多
様
な
制
約
可
能
性

3
.
時
効

の
適
用
を
受
け
ず
か

つ
不
可
譲
の
基
本
権

皿
.
課
題

11
紛
争

の
中
に
具
体
的
に
存
在
し
て
い
る
諸
利
益
の
分
析
と
評
価

1
.
具
体
的
な
紛
争
局
面

の
関
連
性

(R
e
lev
an
z
)

2
.
す
べ
て
の
関
連
あ
る
基
本
権
内
容

へ
の
顧
慮

W
.
と
く
に
連
邦
憲
法
第
四
条
の

・
他
の
基
本
権
と

の
関
係
に
つ
い
て

第
六
章

人
権

の
国
際
法
的
保
障
と
そ
の
連
邦
憲
法
上

の
基
本
権
と
の
関
係

1
.
国
際
法

に
お
け
る
人
権

1
.
国
際
的
次
元
で
の
人
権
の
法
典
化

(K
o
d
ifik
a
tio
n
)

2
.
国
際
法
的
人
権
保
障

の
固
有
性

n
.

ス
イ
ス
に
お
け
る
国
際
法
的
人
権
保
障
の
妥
当
性

(
以

止

、

(
以

ヒ

、

(
以

上

、

本

誌

一
八

〇
号

)

本

誌

一
八

一
号

)

本

誌

一
八

二
号

)

(以

上
、
本

誌

一
八

三
号

)

(以
上
、
本

誌

一
八

四
号

)
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1
.
判
決
に
か
ん
し
て

2
.
立
法
に
か
ん
し
て

3
,
外
交
政
策
に
か
ん
し
て

皿
.
連
邦
憲
法
の
基
本
権
と
欧
州
人
権
保
護
条
約

(E
M
R
K
)
の
間
の
関
係

1
.
欧
州
人
権
保
護
条
約
の
憲
法
水
準

(V
er
fa
ss
u
n
g
s
ra
n
g
)

2
.
欧
州
人
権
保
護
条
約
の
保
障
と
連
邦
憲
法
の
基
本
権
と
の

一
致
?

3
.
連
邦
憲
法
と
欧
州
人
権
保
護
条
約
が
同
時
に
援
用
さ
れ
た
場
合
に
連
邦
裁
判
所
の
執
る
べ
き
措
置

(以
上
、
本
誌
本
号
)

付

録

一146

 

ヨ

ル
ク

・
パ

ウ

ル

・
ミ

ュ
ラ
ー

『
ス
イ

ス
基

本
権

原

論
』

(
一
六

)

五
五

(
覇
)



五

六

(
75M
)

第
六
章

人
権
の
国
際
法
的
保
障
と
そ
の
連
邦
憲
法
上
の
基
本
権
と
の
関
係

(169)

 

H

国
際
法
に
お
け
る
人
権

　

'

国
際

的
次

元

で

の
人
権

の
法

典
化

(K
o
d
ifik
a
tio
n
)

わ
れ
わ
れ
が
、
今
世
紀
の
、
戦
争
と
い
う
形
態
で
生
じ
た
紛
争
の
破
滅
的
結
末
を
自
覚
し
た
こ
と
は
、
人
権
の
保
障
が
個
々
の
国
家
の
主

へ
　

　

権

に
委

ね

ら
れ

た
ま
ま

に

さ
れ

て

は
な
ら

ず
、
世
界
平

和
と

個

々
人

の
人

間

の
尊

厳

(M
e
n
sc
h
w
u
r
d
e
)
の
維
持

の
た

め

に

は
国

際
的

保
障

が
必

要

で
あ

る
と

の
認

識
を

、

と
り

わ
け

て
第

二
次

世
界
大

戦
後

に
流

布

さ
せ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

現
代

の
国
際

法

は
、

そ

れ

ゆ
え

に
、
人

ら
　

　
権
を
顧
慮
す
る
こ
と
を
す
べ
て
の
国
家
の
原
理
的
義
務
と
し
て
確
立
し
て
お
り
、
か
つ
、
個
人
は
国
際
法
上
の
権
利
と
保
護
請
求
権
の
主
体

　ヨ

ゾ

た
り
う

る
と

の
原

則
を

、
最

低

限
、

承
認

し

て

い
る
。

こ

の
よ
う

な
基

本

的
見

解

は
、
人

権
を
普

遍

的
ま

た
は
地

域
的

レ

ベ
ル

に
お

い
て
多

面
的

な
契
約

の
営

為

(V
e
r
tr
a
g
s
w
e
r
k
)
G
手
段

と

結

ん
で
法
典

化
す

る

た

め

の
国
際
的

諸
組

織

の
努
力
と

相
応

し

て

い
る
。

そ

の
場

合

に

関

係

す

る

の

は

、
1

一
九

六

六

年

の
国

連

の

国

際

人

権

諸

規

約

(in
t
e
r
n
a
tio
n
a
le
M

e
n
s
c
h
e
n
r
e
c
h
ts
p
a
k
te
)
ま

た

は

欧

州

人

権

保

護

条

　
る

ザ

約

(E
u
r
o
p
a
is
c
h
e

M

e
n
sc
h
e
n
r
e
c
h
ts
k
o
n
v
e
n
tio
n
)

S

場

合

と

同

様

に
-

固

有

の
基

本

権

カ

タ

ロ

グ

で

あ

る

が

、

他

方

で

し

か

し

、　ら

　

1

た

と

え

ば

一
九

四

八

年

の

ジ

ェ
ノ

サ

イ

ド

協

定

(G
e
n
o
z
id
k
o
n
v
e
n
t
io
n
)

や

国

際

労

働

機

構

〔
I

L

O

〕

の
様

々

の
協

定

(U
b
e
r
e
in
k
o
m
m
e
n
)
が
証

明

し

て

い
る
よ
う

に
ー

、
単

純
な

個

別

の
基

本

権

問
題
を

扱

っ
て

い
る
協
定

も

関
係

す

る

の
で
あ

る
。

そ
れ

ぢ
　

　

と

並

ん

で
、
国
際

的
諸

組
織

(O
r
g
a
n
is
a
t
io
n
e
n
)
は

、
そ
れ
ぞ

れ

の
機

関

(O
r
g
a
n
)

S
決

議
お

よ
び

宣
言

に
よ

っ
て
、
な
ら

び

に
、
最
低

ロ
　

り

限
原
則

(M
in
d
e
s
tg
r
u
n
d
s
a
tz
)

の
制
定

に

よ

っ
て
、
人
権

の
保

障

に
貢
献

し

て

い
る
。

す
な

わ
ち

、
右

の
諸
文

書

は
、
し

か

し
、
原

則
と

〔170〕
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し

て
、
各

国
家

を
法

的

に
厳
格

に
拘

束

す

る
も

の

で
は
な

く
、
1

と
く

に
そ

れ
が

、
大

多
数

の
国

家

に
よ

っ
て
、

な

い
し
全

国

家

の

一
致

コ

ン

わ
　
ン

ス

　
お

　

に
よ

っ
て
受
容

さ

れ

て

い
る
場

合

に
は
ー

、
諸

国
家

の
共

同
体

(S
ta
a
te
n
g
e
m
e
in
s
c
h
a
ft
)
G

合
意

を

、
現

に
存

在
し

て

い
る
、
あ

る

い

ロ
　

　

は
自

ら
成

立

し

て

い
る
国
際
法

に
関
連

し

て
述

べ

る
こ
と

が

で
き

る
も

の
で
あ
り

、

ま
た

そ

れ
ゆ
え

に

、
諸

国
家

の
関
係

に
か

ん
す

る
道
義

囲

的

な
指
針

で
あ
り

う

る
だ
け

で
な

く
、
国

家
契

約
的

_
'
(s
ta
a
tsv
e
rt
ra
g
lic
h
)
確

保

さ
れ

た
法

の
解

釈

の
た

め

の
基
準

を
も

提
示

し
う

る

も

コ
リ

　

の
で
あ

る
。

2

。

国
際
法
的
人
権
保
障
の
固
有
性

と
く

に
地

域
的

枠
組

(re
g
io
n
a
le
r
R
a
h
m
e
n
)
1

た

と
え

ば
欧

州
会
議

加
盟

諸

国

(国
霞
o
℃
2。
「碧
ω
ω富
讐
①
ロ
)
1

に
お
け

る
国

際
的

保

,,,,

(V
e
r
b
u
rg
u
n
g
)
と

国
内

的

基
本

権
と

は
、
同

じ
精

神
史

的
、
人
道

的
水

準

で
成
立

し

て

い
る
も

の

で
あ

り

、
そ

れ
ゆ
え

、
国
内
法

の
解

ヨ
け

　

釈

に

つ
い
て
、

そ
れ
を

国
際

的
保

護

に
も

照
ら

し

て
お

こ
な
う

の
が
自
然

な

の
で
あ

る
。

そ
れ

に
も

か
か

わ
ら

ず

、
国
際
法

上

の
基

本
権

保

障

と
憲

法
上

の
基

本
権

保
障

と

は
、
重

な

り
合
う

も

の
で
は
な

い
。

た
と

え
ば

、
国

際
法

上

の
人
権

保
障

の
特

殊

な
固
有
性

は

、
以

下

の
よ

う

な

局
面

に
お

い
て
自

己
を

表
現

し

て

い
る
。

の

人
権

諸
条

約

(M
e
n
s
c
h
e
n
r
e
c
h
ts
v
e
r
tr
a
g
e
)
が

、
拘
束

力

あ

る
法

を
定

立
し

、
か

つ
、
と
く

_
'
条

約
締

結

,
国

(V
e
r
tr
a
g
s
s
ta
a
te
n
)

　
に

ワ

の
法
律
制
定
に
対
し
て
た
ん
に
将
来
に
向
け
て
効
力
を
有
す
る
指
針
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
最
低
限
基
準
の
性
格

ロ
ロ

リ

が
優
勢

な

の

で
あ
る
。

実
際

に
は
、
次

の
こ
と

を
意

味
す

る
1

国
際
法

上

の
保

障

は
、
右

の
よ
う

な
ケ

ー

ス

に
お

い
て
は
、

決
し

て
国

内

ハけ

　

法

上

の
基
本

権
擁

護

(G
ru
n
d
r
e
c
h
ts
g
e
w
a
h
r
le
is
tu
n
g
)

S
制

約

の
た

め

の
論

拠
と

し

て
援
用

さ

れ
え
な

い

の
で
あ
る
。

切

人
権

に

か

ん
す

る
逐

1
6

(p
u
n
k
t
u
e
5

性

格

は
、
国
内

法
上

の
基

本
権
保

護

に
お

け

る
よ
り
も

、
国

際

法
上

の
擁

護

に
お

け

る
方

が
、

よ
り
強

く
表

現

さ
れ

る
。
国

際
法

上

の
保
障

は
、
と

く

に
現
実

的
な

問
題

が
提
立

さ

れ
る

よ
う

な
、
あ

る

い
は
、
意

見

の
相
違

が

さ
ほ

〔172〕
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ヨ
ル

ク

・
パ
ウ

ル

・
ミ

ュ
ラ

ー

『
ス
イ

ス
基

本

権

原

論
』

(
一
六

)

五
七

(
鎚
)



五

八

(
9FO
M

)

ど
際

立

っ
て
お
ら
ず

、

し
た

が

っ
て
そ

れ
が
諸

国
家

の
間

の
必
要

な
妥
協

を

不
可
能

と
す

る
よ

う
な

領
域

に
集

中
し

て

い
る
。

の

人

権

諸
条

約

は
、

し

ば

し
ば
、

各

国

の
憲

法

の
す

る
基
本

権

に

従

っ
て
方

向

を
定

め
る
も

の

で
あ

る
。

こ

の
人

権

諸
条

約

の
制

定

(A
u
s
a
r
b
e
it
u
n
g
)

に
か
ん

し

て
は
、
ほ
と

ん
ど

す

べ

て

の
国

家

が
様

々
な
法
体

系

に
参
加

し

て

い
る
と

こ
ろ

で
は
、

一
つ
の
条
約

の

一
つ

の
、
か

つ

is

1
6

(d
e
rs
e
lb
e
)
文
言

中

に
、
時

々
、
多
様

な
法

伝
統

の
内

容

が
入

り
込

ん
で

い
る
。

国
際
法

の
レ

ベ

ル
で

は
、
し
か
し

、
〔基

本
権

の
〕
保

障

は
、
あ

た

か
も
、
そ

の
特

殊

な
国
家

的

な
継

承
物

(n
a
tio
n
a
le
r
E
r
b
e
)
を
捨

て
去

っ
て
お
り

、
ま
た

特

別

の
超
国
家

的

な
要

請

に
な

っ
て

い
る
。

ハ
ン

ス

・
ツ

ァ
ッ
ヒ

ャ
i

(H
a
n
s
Z
a
c
h
e
r
)

は
、

こ

の
事

実
関

係
を

、
次

の
よ
う

に
、
明
確

に
記

述
し

て

い
る
。

「
基
本
権
規

定
は
、
国
家
的
文
脈

か
ら
抜
粋

さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。

国
家

的
分
野

に
お

い
て
は
、
右

の
基

本
権
を
定

め
た
条
文

(↓
①
×
辞)
は
、
法

ン

ス

テ
ム

秩

序

と

社

会

的

・
政

治

的

制

度

の
全

体

関

連

(G
e
s
am

tz
u
s
a
m

m
e
n
h
a
n
g
)

に

よ

っ
て

、

一
定

の
明

確

性

を

保

持

し

て

い
る

。

そ

れ

で
、

右

条

文

シ
ス
テ
ム

は
、
国
際
的
装

置

(In
s
tr
u
m
e
n
t)
と
し

て
は
、
国
家

的
文
脈

か
ら
抜
粋
さ
れ

、
ま
た
全

く
別
異

の
制
度

に
反
応

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
も

の
で
あ

り
、
つ
ま
り
、
右
条
文

が
そ
れ
と

し
て
、
ま

た
そ
れ

の
た

め
"

(a
ls
d
ie
,
fu
r
d
ie
)
始
源

的
に
定
式
化

さ
れ
て

い
る
全
く
別

異

の
シ
ス
テ
ム
の
中

に

向
か

っ
て
実
現
さ

れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
も

の
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
国
内
的
条
文

と
、
国
際
的
条

文
…
…

お
よ
び

こ
の
国
際
的
条
文
が
現
実

に
創
設

し
う

る
も

の
と

の
間
に
は
、
本
質
的
な

(e
le
m
e
n
ta
r
y
非

同

一
性
が
存
在

し
て

い
る
。

こ
の
非
同

一
性
は
、
文
書

(U
o
ざ

日
①
三
)
が
世

界

　
め

ヘ

シ

ス

テ

ム

的
拡
が
り

を
も
ち
、
ま

た
こ

の
文
書
が
全
く

別

々
の
政
治
制

度
を
も

っ
た
諸

社
会

に
共
通
す

る
程

度

に
ま

で
高

ま

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。
」
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国
際
法

上

の
人
権

保
障

の
国
内

領
域

に
お

け

る
実
現

に
あ

た

っ
て
、
基

本
権

の
特

定

の
政
治

シ

ス

テ
ム

の
文

脈

(K
o
n
te
x
t)
へ
の
は

め
込

　
リ

リ

 
み

(E
in
b
e
tt
u
n
g
)
が

再
び

重
要

性
を

帯
び

て
く

る
。

解
釈

基

準

(A
u
s
le
g
u
n
g
sm
a
x
im
e
)
と
し

て
の
憲
法

の
統

一
性

の
原
則
は
、
そ

れ
を

具
体

化
す

る

際

に
、
国
際

法

上

の
義

務

付
け
と

な

ら

ん
で
、
具
体

的

な
国
家

的

秩
序

の
要
請

を
顧

慮
す

る
こ
と

を
求

め

て

い
る
。

す
な

わ
ち

、

た

と
え

ば
、
情

報

の
自
由

(
In
fo
rm
a
tio
n
s
fr
e
ih
e
it)
は
、
市

民

の
拡

充
さ

れ

た
直
接

民
主

政
的
参

加

権
を

設
け

て

い
る
国
家

に
お
け

る
官
庁

(173)



の
情

報

〔開

示

〕
義

務

(I
n
fo
r
m

a
tio
n
s
p
fl
ic
h
t
)
と

対

応

す

る

形

で

、

へ
　

ね

一
個

の
全
く

特
別

な

・
人
権
内

容

に
由
来
す

る
役

割
を

演

じ

て

い
る
。

b
'

ス
イ
ス
に
お
け
る
国
際
法
的
人
権
保
障
の
妥
当
性

1
.

判
決

に
か

ん
し

て

の

ス
イ
ス
が
そ
れ
を
顧
慮
す
る
こ
と
を
国
際
法
上
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
基
本
権
保
障
は
、
争
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
学
説
と

　
サ

　

判
例

に
よ

っ
て
、

国
内

法
と

し

て
妥
当

す

る
。

し
か

し
な

が
ら

、
個

々
人

が
そ

れ

に
も
と

つ

い
て
ス
イ

ス

の
官
庁

お

よ
び
裁

判

所

に
対

し

て

訴

え
を

提
起

(b
e
ru
fe
n
)
し
う

る

の
は

、
た

だ
、
当

該
国
際

法

規
定

が

「自

動

執
行

的
J

(≪
s
e
lf-e
x
e
c
u
tin
g

)

で
あ

る
場

合

の
み

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
換

言
す

れ
ば

、
問

題

の
あ

る
規
範

は

、
た

ん

に
ー

た
と

え
ば

プ

ロ
グ

ラ

ム
的
な
委

託
と

い
う

意
味

に
お

い
て
ー
1
官

庁

に
適

用

さ
れ

る
だ

け

で
な
く

"
法

規
定

(R
e
c
h
ts
re
g
e
l)
は

、
そ

れ

が
個

々

の
事
案

に
お

け

る
具
体
的

な
判

断

の
た

め

の
土
台

を
提

供

す

る

こ
と
を

ゐ
　

可
能

に
す

る
も

の
だ

と

い
う

こ
と
を

、
著

し
く

明
確

に
画

定
す

る

こ
と
を

、
個

人

の
た

め

に
含

ん

で

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

で
あ

る
。

〔174〕
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国
際
法

に
お
け
る
人
権
規
定

の
中

で
自
動
執
行

的
性
格
を
も

っ
た
規
定

は
、
困
難
な
法
解
釈

上

の
問
題
を
提
出

(a
u
fw
e
rfe
n
)
し
う

る
も

の
で

あ

る
。
連
邦
官
庁

は
、
古
典
的

な
人
権

の
領
域

に
お

い
て
も
、
時
折
、

一
定

の
規
定

の
自
動

執
行
的
性
格
を
否
定

し
、
ま
た
、
た

ん
に
邦
あ

る

い
は

連

邦

の
立
法

者

へ
の
委

託

(A
u
ft
r
a
g
)
だ

け

を
承

認

し

て

い
る
。
そ

れ

ゆ
え

に
、
連

邦

裁
判

所

は
、
国
際

労

働

機
構

(In
te
r
n
a
t
io
n
a
le

A
rb
e
itso
rg
a
n
isa
tio
n
)
(
I

a
O
)
1
O
O
IIk
'お

よ
び

1

1
1
号
条
約

(A
b
k
o
m
m
e
n
)
6
自
動
執
行

的
性
格
に

つ

い
て
、
右
両
協
定

の
執
行

(具

化
体

)
は
そ
れ

に
相
応
す

る
法
律

が
制
定
さ

れ
る
か
否
か

に
か
か

っ
て

い
る
と

の
論
拠

に
も
と
つ

い
て
、

こ
れ
を
否
定

し
て

い
る
。

右

の
両
協
定

は
、
婦
人

の
平
等

の
地
位
を
、
と
り

わ
け
そ

の
賃
金

に
か
ん
し

て
保
障
し

よ
う

と
す
る
も

の
で
あ

る
が
、
連

邦
参
事
会

は
、
そ
の
通
知

(B
o
ts
c
h
a
ft
)

ヨ

ル

ク

・
パ

ウ

ル

・
ミ

ュ
ラ

ー

『
ス
イ

ス
基

本

権

原
論

』

(
一
六
)

五

九

(60M

)



六

〇

(16M
)

ロ
バ

　

の
中

で
、
右
両
協
定

は
基
本
的
人
権
を
促

進
す

る
た

め

の
重
要
な
寄
与

で
あ
る
、
と
し

て
い
る
。

同
じ
意
味

に
お

い
て
、
連
邦
官

庁
は
、
強
制
的

ま

た
は
義
務
的

労
働

(Z
w
a
n
g
s-
o
d
e
r
P
fl
ic
h
ta
rb
e
it)
に
か

ん
す

る
I
L
O

1
1-K
号
条
約

(K
o
n
v
e
n
tio
n
)
に
も
と
つ

く
義

務
的
労
働

の
禁
止
を

、

　
　

り

た
ん

に
、

こ
れ
に
相
当
す

る
立
法

へ
の
委
託

の
問
題
と
み
な
し

て

い
る
に
す
ぎ
な

い
。

ゆ

ス
イ

ス
が
未

だ
批
准

し

て

い
な

い
諸
条

約

(V
e
r
tr
a
g
s
w
e
r
k
e
)
も
、
時

と
し

て
、
国
内

法
的

効
力

を
発
揮

す

る

こ
と
が
あ

る
。
連

邦

裁

判

所

は

、
こ

の
点

を

次

の

よ

う

に

解

し

て

い

る

。

1

国

際

,,,a条

約

(in
te
r
n
a
tio
n
a
le
K
o
n
v
e
n
tio
n
e
n
)
は

、
そ

れ

に
相

当

す

る

諸

条

約

の
批
准

が

な
さ

れ

て

い
な

い
場
合

で
も

、
ス
イ

ス
を
拘

束
す

る

よ
う
な

一
個

の
国
際
的

な

人
権

基
準

(M
e
n
s
c
h
e
n
re
c
h
ts
sta
n
d
a
r
d
)
の
創

出

に
貢

献

し
う

る
、
と

。

こ

の
よ
う

な
意
味

で
、
連
邦

裁

判
所

は
、
連

邦
裁

判
所

裁

判
例

集

一
〇

三
号

一
a
分

冊
五

二
四
頁

に

お

い
て
、

連

邦

憲
法

四
条

の
平
等

原

則

の
現
実

化

に
際

し

て
、

欧
州

社
会

憲
章

、
経

済
的

・
社

会
的

お

よ
び

文
化

的
基

本
権

に
か

ん
す

る
国
際

規
約

、

お

よ

び
、
欧

州

共
同
体

ロ
ー

N
条

約

(R
o
m
e
r
E
G
-V
e
r
tr
a
g
)
を
援

用

し

て

い
る
。

右

の

こ
と

の
類
推

は
、
そ
れ
自

身

で
は
法

的
拘

束
力

を

も

た

な

い
決
議

(R
e
so
l仁
一io
n
)
お
'-6
び
推

薦

(E
m
p
fe
h
lu
n
g
)

に
も

妥
当

し
う

る
。

収
監

規

程

(G
e
fa
n
g
n
is
re
g
le
m
e
n
t
)

の

・
人
格

の
自

由
と

の
適

合
性

の
審

査

の
分

野

で
は
、
連

邦

裁
判

所

は
、
と

り
わ

け
、
収
監

者

の
処
遇

に

か

ん
す

る
欧

州
委

員
会

(E
u
ro
p
ar
a
t)

G
最

小

限

ハ
ぬ

　

原

則

(M

in
d
e
s
tg
r
u
n
d
s
a
tz
)

を

考

慮

に

入

れ

て

、

次

の

結

論

を

引

き

出

し

て

い

る

。
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「
最
小
限

原
則

は
、
欧

州
議

会

の
構

成
諸

国
を

国

際
法

上
拘
束

す

る

い
か
な

る
規
定

(V
o
r
s
c
h
rift
)
を
も

含

ん
で

い
な

い
。

そ

れ

ゆ

醐

え

に
、

こ
の
最
小

限

原
則

の
無

視
も

、
憲

法
訴

願

(s
ta
a
t
sr
e
c
h
tlic
h
e
B
e
s
c
h
w
e
r
d
e
)

に
よ

っ
て
非

難
さ

れ

る
対

象
と

は

な
り
え

な

い
。

た
だ

、
最
小

限

原
則

は
、

…
…

欧
州

議
会

の
構

成
諸

国

が
共
同

し

て
す

る
法

の
翻

訳

の
中

に
そ

の
根
拠

を
見
出

す
場

合

に
は
、

そ

へ
　

　

 

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
憲
法
の
基
本
権
保
障
の
具
体
化
の
際
に
、
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」



2
.
立
法

に
か

ん
し

て

国

際
的

な
基

本
権

保

,,,

(G
r
u
n
d
re
c
h
tsv
e
r
b
u
r
g
u
n
g
)
は
、

裁
判

官

の
み
な
ら
ず

、
立

法
者

に
よ

っ
て
も
尊

重
さ

れ
な

け

れ
ば

な
ら
な

い
。

拘
束

的
な

法
原

則

が
問

題

に
な

る
限
り

で
、

連
邦

ま
た

は
邦

の
立

法
者

は
、

自

ら

の
法

制
定

を
、

国
際

法
上

の
要

求

に
沿

っ
た

も

の
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

そ

れ

で
、
欧
州

人
権

保
護
条

約

は
、
ま

た

I

L
O

の
条

約

(V
e
rt
ra
g
s
w
e
r
k
)
も

、
過
去

数
年

間

、
連
邦

法
律

の

ハ
お

　

多

様

な
改

正
を

導

い
て
き

た

し
、

ま

た
、
そ

れ

ら
条
約

は
、

決
定

的
時

点

に
お

い
て
は
、
新

し

い
法

律

制
定

に
影

響
を

及

ぼ
し

て
き

た
。

一

九
七

九
年

の
刑

法

の
改

正
お

よ
び

軍
事

刑
法

裁
判

所
規

則

(M
ilita
rs
tr
a
fg
e
r
ic
h
ts
o
r
d
n
u
n
g
)
は
、
む

し

ろ
、
人

権

の
た

め

の
欧
州

裁
判
所

(E
u
r
o
p
a
is
c
h
e
r
G
e
ric
h
ts
h
o
f)

S
判
決

に
よ

っ
て
呼

び
起

こ
さ

れ

た
も

の
で
あ

る
が
、

そ

の
判
決

と

い
う

の
は

、

ス
イ

ス
に
対
抗

的

に

(g
e
g
e
n
)
向

け
ら

れ
た
も

の

で
は
全
く

な

い
も

の

で
な

く
、
そ
れ

ど

こ

ろ
か
、
欧

州
人

権
保

護
条
約

の
拘

束
力

あ

る
規

定
を

ス
イ

ス
に
有

利

ヨぽ

な
形

で

(fu
r
)

具
体

化

し
た

も

の
で
あ

る
。

140

国
際
的

機
構

の
決

議

や
宣

言
も

、

立
法
者

に
と

っ
て
、
そ

れ
が

現

に
妥
当

す

る
国
際

的
な

人
権
基

準
を

叙

述
し

て

い
る
も

の

で
あ

る
場
合

に
は
、
立

法
者

に
よ

っ
て
注

目

さ
れ

る

べ
き

で
あ

る
。

連
邦

裁
判

所

が
欧
州

議
会

の
最

小
限

原
則
を

在
監

者

の
処

遇

に
か

ん

し

て
採

り
入

れ

て

い
る

の
は
右

の
意

味

に
お

い
て

で
あ
る

が
、

そ
れ

は
、

こ

の
最

小

限
原
則

が
、

固
有

の
基

本
権
保

証
を

定

め

て
お

ら
ず

、
む

し

ろ
刑
事

政

策

的
性
格

の
も

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
た

め
、
そ

の
実

現
が
憲

法
判

例

(
V
e
r
fa
ss
u
n
g
s
re
c
h
t
sp
r
e
c
h
u
n
g
)
に
と

っ
て

の
義
務

で
は
な

い
場
合

に
限

っ
て

で
あ

る
。

つ
ま
り

、

そ
れ

に

つ
け

て
配

慮
す

る

の
は
、

刑

の
執
行

に

か
ん
す

る
法
律

制
定

を
自

己

の
権

限
と

し

て

い
る
と

こ

ろ

の

ド
カ

ヤ

 

連
邦
お
よ
び
邦
の
政
治
的
官
庁
な
の
で
あ
る
。

(176)
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六

二

(
M

)

M

　

外
交
政
策
に
か
ん
し
て

国
内

的

人
権

保
障

と
国

際
的

人
権

保

障

の
間

の
そ

の
他

の
連

結

の

一
環

(B
in
d
e
g
lie
d
)
は
、
今

日

で
は

国
内

的
基
本

権

が

憲
法

国
家

の

外

交
政

策
行

動

の
規
準

(M
a
s
st
a
b
)
お

よ
び

目
標

と
し

て
も
前

面

に
出

て

い
る
と

い
う

こ
と

の
中

に
在

る
。
か

つ
て
は

、
た
だ

、
条

約

締
結

権

を
有

す

K
a・i-H
体

(v
e
rt
ra
g
s
s
c
h
lie
s
se
n
d
e
G
e
w
a
lt
)
を

基
本
権

で
拘

束

し

て
お
く

こ
と

の
問

題

が
強
調

さ
れ

て

い
た

だ
け

で
あ

る
が
、

今

日

で
は
、

む
し

ろ
、

国
内

的

に
承

認
さ

れ

た
基
本

権
が
外

交

政
策

上
も

、
国

家

の
施
策

を
、

一
定

の
目
的

に
も

と

つ

い

て
、

い
か
な

る
範

コ
お

ロ

囲

で
画
定

す

る

の
か

と

い
う

問

い
も

、

論
議

さ

れ

て

い
る
。

基
本

権

は
、

た

と
え

ば

、
明

白

に
人

権
を

侵

害

し

て

い
る

よ
う

な

通
商

条

約

(H
a
n
d
e
ls
v
e
r
tr
a
g
)
を
国

家
間

で
締

結

す

る

こ
と

を
禁
止

し

て

い
る

の
で
あ

ろ
う

か

?

憲
法

国
家

の
外

交
政

策

に
向

け

て
基
本

権

が
影

響

力

行
使

を

す

べ
き

で

あ

る
と

の
要

求

は

、

一
定

の
人
権

の
必

要
性

(M

e
n
s
c
h
e
n
r
e
c
h
ts
fo
r
d
e
r
u
n
g
)
か

ら

具
体

的

な
国

家

の
施

策

(S
ta
a
s
h
a
n
d
lu
n
g
)
に
対
す

る
直

接

の
義

務

づ
け
を

導
き

出
す

、
最

高

に
興

味

深

い
仕

方

で
、
国
際
法

の
新

し

い
要
求

と
合

一
し

て

い
る

の

ゐ
　

で
あ

る

。
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皿
.
連
邦
憲
法
の
基
本
権
と
欧
州
人
権
保
護
条
約

(E
M
R
K
)
の
間
の
関
係

(177)

 

-
.
欧

州
人

権
保

護
条

約

の
憲
法

水

準

(V
e
r
fa
s
s
u
n
g
s
r
a
n
g
)

判
例
と
学
説
は
、
欧
州
人
権
保
護
条
約

(E
M
R
K
)
は
連
邦
法
律
よ
り
も
よ
り
高
い
水
準
で
受
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で

一
致

ハ
の

ヒ

し
て
い
る
。
連
邦
裁
判
所
が
依
拠
し
て
い
る
の
は
、
〔欧
州
人
権
保
護
〕
条
約
上
の
権
利
は

「憲
法
上
の
内
容
か
ら
発
す
る
自
己
の
性
格
」
を



有

し

て
お

り
、

し
た

が

っ
て
、

そ

の
射
程

は

「
わ

が
国

の
成

文
お

よ

び
不
文

の
憲

法

上

の
権

利

に
相

応

す

る
個

人
権

に
拘

束
さ
れ

て
決
定

さ

ヨ
ト

ま
へ

れ

る
べ
き

」

で
あ

る
、
と

い
う

点

で
あ

る
。

そ
れ

ゆ
え

に
、

連
邦

裁

判
所

は
、
1

い
ず

れ
に
せ

よ
適

用

可
能
性

に

つ

い
て

い
え

ば
、
1

連
邦

憲
法

と
欧

州
人

権
保

護
条

約

と

が
原
則

的

_'
L
格

N
あ

る

(G
le
ic
h
r
a
n
g
ig
k
e
it
)
と

い
う
考

え
を

採

っ
て

い
る
。
そ

れ

ゆ
え

に
、
連
邦

裁
判

所

は
、

〔欧

州
人

権
保

護

〕
条

約

上

の
保
障

(
K
o
n
v
e
n
tio
n
s
g
a
r
a
n
tie
)
G
侵
害

を

理
由
と

す

る
訴

願

(ゆ
①
ω
魯

≦
Φ
a

①
)
を
、
市

民

の

　
お

　

憲
法
上
の
権
利
の
侵
害
を
理
由
と
す
る
国
法
訴
願
と
手
続
上
同
置
し
、
ま
た
、
法
律
の
合
憲
解
釈
の
分
野
で
は
欧
州
人
権
保
護
条
約
の
規
定

ハ
ね

　

も
尊

重

さ
れ

る

べ
き

で
あ

る

こ
と

を

強
調

し
て

い
る
。

2
.

欧
州
人
権
保
護
条
約
の
保
障
と
連
邦
憲
法
の
基
本
権
と
の
一
致
?

の

連
邦

憲
法

と
欧

州

人
権

保
護

条
約

と

の
原
理

上

の
同
格

性
と

い
う

こ
と

か

ら
す

れ
ば
、
憲

法
と

条

約
は

、

最
低

限
、

こ

の
両

法
源

に

よ

っ
て
把
握

さ

れ

る
分
野

に
お

い
て
は
、
内
容

上
も

"
合

,a
"
(d
e
c
k
u
n
g
s
g
le
ic
h
)
す

る
も

の
と
考
え

ざ

る
を

え

な
く

な

る
と
も

い
え

る

の

で
は

な
か

ろ
う

か
。

こ

の
点

に
か

ん
し

て
、
連

邦
裁

判
所

は
、

し

ば
し

ば
、
次

の
よ
う

に
判
示

し

て

い
る
1

欧

州
人

権
保

護
条
約

の
特

定

の
保
障

が

侵
害

さ
れ

て

い
る
と

の
,,,
え

(R
u
g
e
)
は
、
そ

れ

が
連
邦

憲
法

上

の
基
本

権
を

引
き
合

い
に
出

し
た

提

,,,

(A
n
r
u
fu
n
g
)
と
並

ん

お

ゴ

で
な

さ
れ

た
と

き

に
は
、

い
か
な

る
独
自

の
意

味
も

も
ち

え

な

い
、
と
。

し

か
し

、
そ

の

こ
と

か
ら

、
次

の
よ

う

な
逆

さ

ま

の
結
論

が
導

き

出

さ
れ

て
は
な

ら

な

い
ー

つ
ま

り
、
類
似

の
条

約

上

の
権
利

は
、
そ

れ

が

〔
連
邦

憲
法

上

の
基

本
権

に
〕
忠

実

に

即
し

N

い
K
a
(n
a
c
h
le
b
e
n
)

ハ
お

　

も

の

で
あ

る
場

合

に
は

、

つ
ね

に
、
連

邦
憲
法

上

の
基
本

権

を
充

足
さ

せ

て

い
る
、
と

の
結
論

で
あ

る
。

こ

の

よ
う

な
方
向

に
お
け

る
連
邦

裁
判

所

の
見
解

は
、
欧

州

人
権
保

護

条
約

が
、
国
際

法

上

の
人
権

保
護

(
M
e
n
sc
h
e
n
r
e
c
h
ts
v
e
r
b
u
rg
u
n
g
)
と

し

て
、
連

邦
憲
法

よ

り
も

、

1:
ん

"
逐

1
6̀

(p
u
n
k
t
u
e
5

保

障
を

よ
り
多

く
含

ん
で
お

り
、
ま

た
、
欧
州

委
員

会
加

盟
諸

国
が

一
九

五
〇

年

に
合

意

し
え

た
と

こ
ろ

の
、

のゼ

欧
州
人
権
条
約
の
特
殊
な
固
有
性
を
誤
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

(178)
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六

四

(
5

)

切

同

一
の
問
題

領
域

を
規

定
し

て

い
る
と

こ
ろ

の
連

邦
憲

法

の
規
定

と
欧

州
人

権
保

護
条

約

の
規

定
と

の
関

係

は
、

二

つ
の
部
分

的

に

重
な

り
合

っ
た

(
u
b
e
rs
c
h
n
e
id
e
n
d
)
領

域

の
形
象

(B
ild
)
に
相

応

し
た
も

の
と
し

て
抽
出

す

る
こ
と

が

で
き

る

の

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
そ

こ

で
は
連

邦
憲
法

が

、
欧

州

人
権
保

護
条

約

の
相
応

の

・
よ
り

短

い
射
程

距

離
を
も

っ
た
保
障

は
無
視

さ

れ
う

る
と

い
う

性

格

の
包
括

的
な

保
護

を
保
障

し

て

い
る
、

と

い
う
そ

の
よ
う
な

分

野
が
存

在

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

そ

れ
ゆ
え

に
、
欧

州

人
権
保

護
条

約

一
四
条

の
差

別
禁

止
規
定

の
適

用

分
野

は
、

条
約

上

の
権
利

の
行

使

の
ケ

ー

ス
に

の
み
及

ぶ
も

の
で
あ

る

が
、

そ
れ

に
対

し

て
、
連

邦
憲

法

四
条

に
か

ん
し

て

ほ
お

　

は
、
こ

の
種

の
制
限

は
全

く
含

ま

れ

て

い
な

い
。

〔
欧
州

人
権

保
護

〕
条

約

の
そ

の
他

の
基
本

権

は
、
個

人
を

、
連

邦
憲

法

上

の
基

本
権

(た

と
え

ば
拷

問
禁
止

、

体
罰

の
禁

止
な

ど

)
と

同

一
の
程
度

で
保

障

し

て
お
り

、
し

た
が

っ
て
、

そ

こ
で
は

、
欧
州

人
権

保

護

条
約

と
連

邦
憲

法
が

、
と
も

に
、
実

体
上

も
広

範

に
合
致

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
個

別

の
点

に
お

い
て
は
、
最

終
的

に
は

、
欧
州

人
権

保

護

条
約

の
す

る
保

障

(G
e
w
a
h
r
le
ist
u
n
g
)
は
、
連

邦
憲

法

が
保
障

(αq
弩
⇔
言

臼
o
昌
)
し

て

い
る
と

こ
ろ

の
も

の
を
越
え

て
進

む

の

で
あ

る

(例

え
ば

、
欧
州

ヨゆ

人
権
保

護
条

約

六
条

三
項

d
号

)
。

3
.
連
邦
憲
法
と
欧
州
人
権
保
護
条
約
が
同
時
に
援
用
さ
れ
た
場
合
に
連
邦
裁
判
所
の
執
る
べ
き
措
置

(179)

137

の

訴
願
提
起
者
が
連
邦
憲
法
の
基
本
権
と
欧
州
人
権
保
護
条
約
の
・
右
に
相
応
す
る
保
障
と
を
同
時
に
提
起
し
て
い
る
場
合
に
は
、
連

ハぜ

邦
裁
判

所

は
、

こ

の
法

源
競

ltQ

(R
e
c
h
ts
q
u
e
lle
n
k
o
n
k
u
r
r
e
n
z
)

に

つ
い
て
、
多

様

な
方
法

を
用

い
て
、
そ

の
解

決
を

は

か

る

の
で
あ

る
。

の

連
邦

裁
判

所

は
、

し
ば

し
ば
、
詳

細

な
理
由

づ

け
な

し

_'
"
　

約

(K
o
n
v
e
n
tio
n
)
は

ス
イ

ス
の
憲
法

よ
り

も

よ
り

広
範

な
保
護

は

a

い
か
な
る
も
の
も
保
障
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
欧
州
人
権
保
護
条
約
に
は
、
連
邦
憲
法
と
並
ぶ
よ
う
な
い
か
な
る
独
立
し
た
意
味
を
も
与

ほ
れ

　

 
え
ら

れ

て

い
な

い
、
旨

指
摘

し

て

い
る
。

ゆ

連
邦

裁
判

所

が
も

っ
ぱ

ら
欧

州
人

権
保

護
条

約

に
も
と

つ

い
て
自

己

の
判

示

(A
rg
u
m
e
n
ta
tio
n
)
を
根

拠

づ
け

て

い
る
ケ
ー

ス
は
、

b



稀

で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な
事

例
と

し

て
、

た
と
え

ば

、
連
邦

裁

判
所

は
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「
欧
州
人
権
保
護
条

約
八
条
が
既

に
示
し
て

い
る
も

の
は
、
…
…

こ
の
訴
願
提
起

者

(女
性
)
は
、
ク

ラ
ウ
ゼ
夫
人

(閲
轟
⊆
国
鑓
ロ
ω
①
)
に
宛

て
ら

れ
た
手
紙
を

転
送
す

る
こ
と
を

検
察
庁

が
拒
否
し

た
た
め

に
、
彼
女

が
有
し

て
い
る
憲
法
上

の
権

利
が
制
約

さ
れ

て

い
る
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る

・…
。

(
こ
の
訴

願
提
起
者

〔女
性
〕
が
)
自

ら
、
右

に
加
え

て
、
連
邦
憲
法

上

の

一
個

の
…
…
基

本
権
を
援

用
で
き
る
か
ど
う
か
は
、

こ
の

よ
う

ハせ

な
状
況

の
中

で
は
、
未
決
定

の
も

の
と
さ
れ
う

る
の
で
あ
る
。
」

ω

連

邦
裁

判
所

は
、
し

ば
し

ば
、
訴
え

(R
u
g
e
)
に

つ
い
て
、
連
邦
憲

法

の
観
点

の
下

で
と
同

様

に
欧
州

人
権

保
護
条

約

の
観
点

の
下

で
審

査

し

て

い
る
。

そ

の
際

に
、
連
邦

裁
判

所

は
、
「
ス
イ

ス
法
と

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
法
と

の
間
を

こ
ち

ら
か

ら
あ

ち

ら

へ
、
ま
た

あ
ち

ら

か

ら

こ

れ
お

マ

ち

ら

へ
と

眺

め
る

こ
と
」

を
可

能

で
あ

る
と

し
、

こ

の
両
法
源

が
内

容
上
相

互

に
影
響

し
合

っ
て

い
る
と

い
う

仮
定

か
ら
出

発

し

て

い
る
。

連
邦

裁
判

所

は
、
た
と
え

ば
、
被
疑
者

(A
n
g
e
s
c
h
u
ld
ig
te
)
と

そ

の
弁

護
人

と

の
接
見

(V
e
r
k
e
h
r
)
S
制
限

は
刑
事

手
続

上
、
連
邦

憲

法

四
条

を
侵

害
す

る
も

の
で
な

い
か
ど

う
か

と

い
う
問

題
を

審
査

す

る
際

に
、
右

の
よ
う

な
趣

旨

で
論

じ

て

い
る

。
次

の
ご
と

く

で
あ

る
。
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「
連
邦
裁

判
所
は
、
欧
州
人
権
保
護
条
約

、
ま
た
委
員
会
諸
機

関

(K
o
m
m
iss
io
n
so
r
g
a
n
e
)
の
判
決
を
考
慮
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
欧
州

人
権

保

護
条
約

に
よ

っ
て
保
障

さ
れ
た
自
由

お
よ
び
権
利

は
、
連
邦
裁
判
所

が

ス
イ

ス
憲
法

に
も
と
つ

い
て
、
と
り

わ
け
連
邦
憲
法
第

四
条

に
よ

っ
て
肯

剛

へぜ

認
し

て

い
る
も

の
と
広

い
範

囲
で
相
応
し

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。
」

右

の
よ
う

な
判

例

に
お

い
て
、
連

邦
裁

判
所

は
、

連
邦

憲
法

上

の
基
本
権

の
保

障
範

囲

に

つ

い
て
、

こ
の
基

本
権

が
欧
州

人
権

保

護
条

約

を
も

正

当

に
評
価

し
た
も

の
で
あ

る
と

い
う
形

で
、

こ

れ
を
画

定
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ
う

し
た
努

力

は
、

た
と

え
ば

、
次

の
よ

う

な
文

ヨ

ル

ク

・
パ

ウ

ル

・
ミ

ュ
ラ
ー

『ス
イ

ス
基

本
権

原

論
」

(
一
六

)

六

五

(M

)



六

六

(
戸'
)

　

(P
a
ss
u
s
)

6
中

で
明

ら
か

に
示

さ
れ

て

い
る
。

「
人
格

的
自

由

の
原
則

か
ら
と
く

に
導

か
れ
る
も

の
は
、
拘
禁

(=
聾

)
を
比
例
原
則

に
反

し
た
形

で
長
期

間
続
け

て
は

い
け
な

い
、
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。
欧
州

人
権

保
護
条
約

の
…
…
五
条

三
号

第

二
文

は
、
拘
禁
中

の
人
は
妥

当
な
期

間
内

の
判
決
を
求

め
、
あ

る

い
は
手
続
進

行

の
間
申

拘
禁
を

解
除

す
る

こ
と

(
H
a
fte
n
tla
s
s
u
n
g
)
を
求

め

る
請
求

権
を
有

し

て

い
る
、
旨
定

め

て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
条

約
上

の
規
範

(K
o
n
v
e
n
-

tio
n
sn
o
r
m
)
は
、
比
例

原
則

の
ひ
と

つ
の
具
体

化

で
あ

る
。

そ
れ
は
、
拘
禁

が
比
例
原
則

に
反
す

る
ほ
ど

の
長
期

に
及
ん
だ

が
ゆ
え
に
違
憲
と
な

へ
お

ワ

る
と

い
う

こ
と
を
尊
重

し
た
上
で
適
用
さ

れ
る
べ
き
で
あ

る
。
」

も

ち

ろ
ん

、
判
例

は
、
時

折
、

た

に
確
定

す

る

こ
と
を
放

棄

し
、

極

め

て
強

固

で
あ

る
と

い
え

る
。

一
定

の
基
本
権

に

つ
い

て
は
、
連
邦

裁
判

所
は
憲

法

保
障

(V
e
r
fa
s
s
u
n
g
s
g
a
r
a
n
tie
)

6
保
護
領

域
を
新

し
た

が

っ
て
欧
州

人
権

保
護

条

約
が

国
内
法

に
優

越
す

る

こ
と
を

単
純

に

承
認

し

て

い
る
と

い
う

点

で
、

次

の
ご
と
く

で
あ

る
。

135

「
〔欧
州

人
権
保
護
〕
条
約

六
条

に
は
、
様

々
な
保
障

が
含
ま
れ

て
お
り
、
そ
れ
は
、
従
来

の

ス
イ

ス
の
憲
法

か
ら
す
れ
ば
、

一
部
分
は
連
邦
憲
法

四
条

(と
そ

こ
か
ら
展
開
し
た
判
例

)
に
よ
る
恣
意

禁
止

の
中

に
、
ま
た

一
部
分

は
連
邦
憲

法
五
八
条

の
憲
法

上

の
裁
判
官

〔
に
よ
る
裁
判
を
受

け

る
権
利
〕
の
保
障

の
中

に
、
そ
し

て

一
部
分

は
不
文

の
法
治

国
家

的
諸
原
理

の
中
に
含

ま
れ

て

い
る
と
解

さ
れ

る
と
こ

ろ
の
、
し
か
し
ま
た

一
部
分

は
、
右

の
諸
原
理
を
越
え

て
お
り
、

し
た
が

っ
て
ス
イ

ス
の
た

め
に
新
し

い
法

が
創
造
し
た
と

さ
れ

る
と

こ
ろ

の
多
様

な
保
障
を
含

ん
で

い
る

の

ハ
め

り

 で

あ

る

。
」

連

邦
裁

判
所

は
、

右

の
よ
う

な
意

味

に
お

い
て
、

別

の
判

例

で
、
次

の
よ
う

な
判

示
を

し

て

い
る
。



「欧

州
人
権
保
護
条
約

六
条

三
項

三
号
は
、
部
分

的
に
は
、
連

邦
憲
法
四
条

に
も
と
づ
き
判

例
上
保
障
さ
れ

て

い
る
権

利
に
優
越

し
た
も

の
で
あ

る
。

す
な
わ
ち

、
被
疑

者

に
は
、
邦

に
お

い
て
手
続
法

が
ど

の
よ
う

に
形
成

さ
れ

て

い
る
か
と
は
か

か
わ

り
な
く
、
手
続

〔進
行

〕
の
間

に
最
低

限

一
度
は
、
次

の
こ
と

の
た
め

の
機
会

、
つ
ま
り
、
自
己

に
と

っ
て
不
利
な
証
人

の
R　
z

(E
in
v
e
r
n
a
h
m
e
)
に
立
ち
合

っ
て
自
ら
補
充

尋
問
を

お
こ

な

い
、
ま

た
、
〔右

の
〕
審

問

(V
e
rn
e
h
m
u
n
gq
)
に
立
合
う

こ
と

が
で
き
な

い
と

き
に
は
、
陳
述

(
〉
⊆
°・器
oq
㊦
)
に
お
け

る
見
解

(国
口
ω同魯

ご

に

　
ゲ

ワ

も
と
つ

い
て
書

面
に
よ
る
補
充

的
質

問

(F
ra
g
e
)
を
持

ち
出
す
た
め

の
機
会

が
与
え

ら
れ
る

べ
き

で
あ

る
旨

を
保
障

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
」

切

欧

州
人

権
保

護
条

約

は
、
そ

の
批

准
後

は
憲

法

レ

ベ
ル

の
ス
イ

ス
法

で
あ

る
と

い
う
事

実

が
、
ま

と
も

に
受

け
入

れ

ら

れ

て

い
る

か

剛

ら
、

上
述

の
よ
う
な

、

二

つ
の
法
源

〔
11
憲
法

と
欧

州
人

権
保

護
条

約
〕

に

つ

い
て

の
同
等

の
審
査

と
、

両
者

の
相

互
浸

透

と

い
う
点

が

、

ど
う

し

て
も
心

に
浮

ん

で
く

る
。
欧

州

人
権
保

護
条

約

の
保

,,,,
(S
c
h
u
tz
)
が
憲
法

的
保

障

(G
a
r
a
n
tie
)
に
達

し
な

い
上
述

の
領

域

に
お

い

て
は
、
欧

州

人

権
保

護

条
約

の
権

利

(E
M
R
K
-R
e
c
h
t
)

が
顧
慮

さ

れ

る

の
で
あ

り
、

そ

の
場
合

に
は

、
シ

ュ
ト

ラ

ス
ブ

ル
ク

の
諸

機
構

(S
tr
a
s
s
b
u
rg
e
r
O
r
g
a
n
e
)

C
判
決

が

〔欧
州

人
権

保
護

〕
条

約
上

の
権

利

を
常

に
よ

り
広
範

に
発

展

さ
せ
、
ま
た

憲
法

の
解
釈

と

具
体

化

の
た
め

の
新

し

い
刺

激
を

与

え

る
こ
と

を
可
能

に
し

て
る

の
で
あ

る
。
憲

法

訴
願

に

つ
い
て
、

も

っ
ぱ

ら
当
該

の

〔
欧
州

人

権
保

護

〕
条

約

　ゆ

　

の
規
定

の
限
定

的
な

射
程

距

離

の
み

に
も
と

つ

い
て

こ
れ
を
斥

け

る
こ
と

は

、
許

さ
れ

な

い
。

そ

の
よ
う

に
す

る

こ
と

は
、

ス
イ

ス

の
法

に

よ

る
特

別

の
基
本
権

保
障

に
対
す

る
潜

在
的

な
侵

害
を
意

味
す

る
だ

け

で
な

く
、
欧

州

人
権
保

護
条

約
六

〇
条

の
禁

止

に
も

か

か
わ

る
も

の

で
あ

る
。

右

の
条
文

は

、
〔欧

州
人
権

保
護

〕
条

約

の
規
定

を
、
条
約

加
盟

各

国

(<
①
葺

曽
oq
°。ω
8
9。
宙
口
)
の
国
内
法

の
中

に
錨

着

し

て

い
る
基

本

的
諸
自

由

を
制
約

し

な

い
し
切

り
下

げ

る
も

の
と
解
釈

す

る

こ
と

を
禁

じ

て

い
る
も

の

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

そ
れ

は

、
国

内

的
基

本
権

保

障

を
欧
州

人

権
保
護

条

約
を

参
照

し

て
制
約
す

る
こ
と

を
禁
止

し

て

い
る

の
で
あ

る
。
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ヨ
ル

ク

・
パ

ウ

ル

・
ミ

ュ
ラ

ー

「
ス
イ

ス
基

本

権
原

論

』

(
一
六
)

六

七

(06M

)



六

八

(
9
)

第
六
章

(1
)

人
権

の
自
由
保
障
機
能

は
、
た
と
え
ば
、
国
連
憲
章

一
条

の
目
的
カ
タ

ロ
グ

(Z
ielk
a
talo
g
)
に
、
明
確
に
示

さ
れ

て
い
る
。
平
和
と
人

権

は
、
相
互
依
存
的

で
あ
る
。
平
和
は
、
粗
暴
な
人
権
侵
害

に
よ

っ
て
脅
か
さ
れ
る
だ
け

で
な
く
、
平
和
自
身
が
、
人
権

の
発
展
と
実

現
の

前
提
な

の
で
あ

る
。

(2
)

参
照
、
た
と
え
ば
、
国
連
憲
章
五
五
条
お
よ
び
五
六
条
。
1

そ
こ
で
は
、
全
加
盟
国
は
、
す
べ
て
の
者

の
た
め
に
人
権

の
普
遍
的

な
尊

重

お

よ

び

遵

守

を

実

現

す

る

と

い

う

目

的

を

達

成

す

る

た

め

に

、

共

同

し

て

、

お

よ

び

個

別

に

、

国

連

と

共

同

し

て

行

動

す

る

こ

と

を

義

務

づ

け

ら

れ

る

、

旨

定

め

ら

れ

て

い

る

(
参

照

、

V
E
R
V
R
O
S
S
＼
S
I
M
M
A

,
U
n
iv
e
r
s
e
lle
s
V
o
lk
e
r
r
e
c
h
t,
B
e
r
li
n

1
9
7
6
.
5
.
8
3
f.
5
9
9
ff
)
°

人

権

尊

重

の

国

際

的

義

務

は

、
或

る

国

が

、
他

国

が

現

行

国

際

法

か

ら

す

れ

ば

許

さ

れ

な

く

は

な

い
人

権

侵

害

を

し

て

い

る

こ

と

に

対

し

て

批

判

す

る

、

と

い

う

事

実

の

中

に

も

あ

ら

わ

れ

て

い

る

。

こ

れ

に

か

ん

し

て

は

、

参

照

、

幻
⊂
o
o
鴇

b」
【z
o
8

臣

o
い
男

.
D
e
r
S
c
h
u
t
z

d
e
r
M

e
n
s
-

c
h
e
n
r
e
c
h
t
e

a
n
d

d
a
s

V
e
r
b
o
t
d
e
r
E
in
m

is
c
h
u
n
g
,
in
:
F
e
s
t
s
c
h
r
ift
f
u
r

H
a
n
s
-J
u
r
g
e
n

S
c
h
lo
c
h
a
u
e
r
,
B
e
r
lin

1
9
8
1
,
S
.
1
8
7
f
°

(
3

)

参

照

、

た

と

え

ば

、

H
E
R
S
C
H

L
A
U
T
E
R
P
A
C
H
T

,
I
n
t
e
r
n
a
t
io
n
a
l
L
a
w

a
n
d

H
u
m

a
n

R
ig
h
ts
.
L
o
n
d
o
n

1
9
5
0
:
H
E
IN
Z

G
U
R
.4
D
L
E
,
D
e
r

S
t
a
n
d

d
e
r
M

e
n
s
c
h
e
n
r
e
c
h
te

im

V
o
lk
e
r
r
e
c
h
t.

G
o
t
t
in
g
e
n

1
9
5
6
:
S
O
H
N
/
B
U
E
R
G
E
N
T
H
A
L
,
I
n
t
e
r
n
a
t
io
n
a
l
P
r
o
t
e
c
tio
n

o
f
H
u
m

an

R
ig
h
t
s
,
In
d
ia
n
a
p
o
lis
1
9
7
3
;
A
N
D
R
E
A
S
K
f
IO
L
°
Z
w

is
c
h
e
n

S
ta
a
t
a
n
d

W

e
lt
s
t
a
a
t,
W

ie
n

1
9
6
9
;
G
E
O
R
G

D
A
H
M
,
V
o
lk
e
r
r
e
c
h
t
B
d

.
I
,

S
t
u
tt
g
a
r
t
1
9
5
8
.
S
.
3
8
5
ff
°

(
4
)

こ

の
種

の
他

の
　6E約

(K
o
n
v
e
n
tio
n
)
に

、

一
九

六

九
年

=

月

二

二
日

の
米

州

人
権

条

約

、

一
九

六

一
年

一
〇

月

一
八
日

の
欧

州

社

会

憲

　

(S
o
z
ia
lc
h
a
r
t
a
)

お

よ

び

一
九

四
九

年

八

月

一
二

日

の
ジ

ュ
ネ

ー

ブ

赤

十

字

条

約

二

九

七

七

年

に

出

さ

れ

た

追

加

議

定

書

(Z
u
sa
tz
p
ro
to
k
o
lle
)

を
含

む
)

が

あ

る
。

(
5
)

参

照

、
た

と

え
ば

、
協

定

(O
げ
臼

①
ぎ
ざ

ヨ
ヨ
o
昌
)
の
う

ち
、

一
九

五

七
年

六

月

二

五
日

の
強

制

労

働

の
禁

止

に
か

ん
す

る

一
〇

五
号

(>
Qり

這
切
。゚
°Q∩
°
ホ

。゚
)
、

一
九

四

八
年

七

月

九

日

の
結

社

の
自

由

と

結

社

の
権

利

の
保

障

と

に
か

ん
す

る

八
七

号

(A
S

19
7
6

°Qo
°
O
◎oO
)
、

一
九

五

一

年

六

月

二
九

日

の
同

一
の
価

値
を

も

っ
た

労

働

に
向

け

ら

れ

る

男
女

の
労

働

力

の
得

る
賃

金

の
平
等

に

か

ん
す

る

一
〇

〇
号

(A
S
1
9
7
3

,

S
.
16
0
2
)
"

1
九

五

八
年

六

月

二
五

日

の
雇

用

お

よ

び
職

業

に

お

け

る
差

別

に

か

ん
す

る

一

=

号

(>
Qり

δ
〇
一
゜
Qり
.
8
10
)
°

(6
)

参
照
、
た
と
え
ば
、

一
九
四
八
年

一
二
月

一
〇
日
の
人
権
の

一
般
的
宣
言

〔世
界
人
権
宣
言
の
こ
と
ー

訳
者
註
〕
、
一
九
六
八
年
五
月

一
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三

日

の

テ

ヘ
ラ

ン

に
お

け

る

国
際

連

合

(V
e
re
in
te
N
a
tio
n
en
)
C̀
Q

際

人
権

会

議

の
宣

言

、

一
九

七

五
年

一
二
月

九

日

の
拷

問

お

よ
び

そ

の
他

の
残

酷

で
非

人

間

的

な

い
し
侮

辱

的

な

扱

い
ま

た

は

刑
罰

か

ら

の
あ

ら

ゆ

る

人

の
保

護

に
か

ん

す

る

国
連

総
会

の
宣

言

、

一
九

七

七

年

一
二
月

八

日

の
死

刑

に

反

対
す

る
国

連

総

会

の
宣

言

、

一
九

七

七

年

一
二
月

一
六
日

の

一
定

範

囲

の
収

監

者

へ
の
人

権

の
保
障

に

か
ん

す

る
国

連

の
宣

言
、

そ

の
他

。

(
7
)

参

照
、

た

と

え

ば
、

一
九

七

三
年

一
月

一
九

日

の
収

監
者

の
処

遇

に

か

ん
す

る

欧
州

審

,,,,
会

(E
u
ro
p
a
r
at)

6
最

低

限

原
則

。

(8

)

そ

れ

で
、

た
と

え

ば

、
拷

問

か

ら

の
あ

ら

ゆ

る
人

の
保

護

に

か

ん
す

る

国
連

宣

言

(参

照

、
註

(
6
)
)

は

、

一
般

的
人

権

宣

言

〔
11
世

界

人

権
宣

言

〕

五

条

お

よ
び

市

民

的

・
政

治

的
権

利

に
か

ん
す

る
国

際

規

約

〔
11
B

規
約

〕

七
条

の
拷

問

禁

止

を

具
体

化

し

て

い
る
。

(
9
)

国
際

法

上

は

な

お
認

め
ら

れ

て

い
な

い
亡
命

へ
の
権

利

(R
ec
h
t
a
u
f
R
sy
l)

S

C確

立

の
〕

途

上

に

あ

る
文

書

と

し

て
、
た

と

え

ば
、

領

-1--1難

民

(te
rr
ito
ria
ls
A
s
y
l)

に
か

ん

す

る

一
九

六

七
年

一
二
月

一
四

日

の
国

連
総

会

宣

言

が
あ

る
。

(
10
)

人
権

保

障

に
か

ん

す

る
決

議

(R
es
o
lu
tio
n
)
お

よ
び

宣

言

は

、
国

際

法

上

の

「
ソ

Ì
ト

・
Lz
‐

」
≪
so
ft
la
w
≫
と

し

て
特

徴
付

け

る

こ
と

が

で
き

る
。

国

際

法

に
お

け

る

「
ソ

フ
ト

・
ロ
ー
」

の
概

念

お

よ

び
機

能

に

つ

い
て

は

、
次

の
も

の
を
参

照

せ

よ

°
ー

B
R
U
N
O
S
IM
M
A
°

V
o
lk
e
r
re
c
h
t
in
d
e
r
K
rise
?,in
:
O
s
te
r
re
ic
h
isc
h
e
Z
e
itsc
h
rift
fu
r
A
u
ss
e
n
p
o
litik
,
19
8
ρ

ψ

卜。
°。
ρ

こ

の
概
念

の
問

題

性
を

め
ぐ

る
活

発

な

議

論

に

つ

い
て
は

、

ド

イ

ツ

〔語

圏
〕

公

法

学

者

学
会

年

次

総

会

の
際

G

P
E
T
E
R
H
A
B
E
R
L
E
と

R
U
D
O
L
I:
B
E
R
N
H
A
R
O
T
G
見

解

表
明

(V
V
D
S
tR
L

3
6
,
B
e
rlin

1
9
78
°
S
.
1
29
f.
13
1f)
、

お

よ

び

、
W

O
L
F
G
A
N
G
V
IT
ZT
H
U
M
,
B
e
ric
h
t
a
b
e
t
d
ie
J
ah
r
e
sta
g
u
n
g

19
7
7
d
e
r

V
e
re
in
ig
u
n
g

d
e
r
D
e
u
ts
c
h
e
n
S
ta
ats
re
c
h
ts
le
h
r
e
r,
A
o
R

1
97
°。
°
S
.
2
3
5
ff
を
も

参

照

せ

よ
。

(11

)

こ

の
意

味

に

お

い

て
、

連

邦

裁

判

所

は

、

B
G
E
9
7
I5
0
で
、

裁

判

官

は

人

格

的

自

由

の

具

体

化

に

際

し

て

、

「
そ

れ

が

超

国

家

的

(u
b
e
rs
ta
a
tlic
h
)

諸

機

関

に
よ

っ
て
設

定

さ

れ

た
規

範

に
内

在

し

て

い
る

よ
う

な

諸

原

則

を

必
要

に
応

じ

て

顧
慮

し

な

け
れ

ば

な

ら
な

い

こ
と

」
を

説

示

し

て

い
る
。

(12

)

立

法

に

か

ん
す

る

指

針
は

、
最

低

限

の
社

会

権

保

障

(S
o
z
ia
lre
c
h
ts
v
e
r
b
u
r
g
u
n
g
)
を

含

む
も

の

で
あ

る
。

た

と

え

ば
、
欧

州

社

会
憲

章

(E
u
ro
p
a
is
h
e

S
o
z
ia
lch
a
rta
)

は

、

一
九

八

一
年

一
月

二

八

日

の
情

報

保

護

に
か

ん
す

る

欧

州

評

議

会

協

約

(訳
8

<
Φ
昌
辞凶o
昌
α
①ω

E
u
ro
p
a
ra
te
s
u
b
e
r
d
e
n
D
a
te
n
s
c
h
u
tz
v
o
m

2
8
.
1
.
19
°。
一
)
も

未

来

志

向

的

(in
d
ie
Z
u
k
u
n
ft
w
e
is
en
d
)
性

格

を

有

す

る
、
と

し

て

い

る
。
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ヨ
ル

ク

・
パ
ウ

ル

・
ミ

ュ
ラ
ー

『
ス
イ

ス
基

本

権

原

論
』

(
一
六

)

六

九

(07M

)



七

O

(
M
)

(13

)

国

家

条

約

(S
ta
a
tsv
e
rtr
a
g
)
が
各

国
家

に
、

一
定

の
自

由
制

約

を

明
確

に
義

務

づ

け

て

い
る
場

合

に

は

、
状

況

は

別

様

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
た

と

え

ば
、

一
九

七

七

年

一
月

二
七

日

の

テ

ロ
^

K̀

ム
克

服

(B
e
k
a
m
p
tu
n
g
d
e
s
T
e
r
ro
ris
m
u
s
)
S
た

め

の

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
協

定

は
、

各

国

に

、

一
定

の

テ

ロ
リ

ス

ト
犯

罪
行

為

の
首
謀

者

の
身

柄

引
渡

し
を

こ
の
種

の
不

法
行

為

の
政
治

的

性

格

を
考

慮

し

て
拒

否

す

る

こ

と
、

ま

た

、

引

渡
さ

れ

る

べ
き

人
物

の
相
応

な
異

議

(E
in
r
e
d
e
)

を

聴
取

す

る

こ
と

を
禁

じ

て

い
る
。

(14

)

こ

の
意

味

で
、
た

と
え

ば

、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
人
権

条

約

六

〇

条

は
、
条

約

の
保

障

(K
o
n
v
e
n
tio
n
sg
a
ran

tie
)
を

、
国

内

法

上

の
基

本

権

を

制

約

す

る

も

の
と

解

し

て

は
な

ら

な

い
と

し

て

い
る
。

参

照

、
後

述

一
八

一
頁

。

(15

)

実

例

を

挙
げ

れ
ば

、

た

と
え

ば

、

B
G
E

1
0
2

Ia
1
8
0
で
あ

る

が
、

そ

こ

で
は

、
連

邦

裁

判
所

は

、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

人

権

条

約

五
条

三
項

の

「司

法

権

の
行

使

を

法
律

に

よ

っ
て
許

さ
れ

た
官

吏

」
と

い
う

概

念
を

、
フ
ラ

ン

ス
な

い
し
イ

ギ

リ

ス

の
伝

統
を

参

照

し

て
解

釈

し

て

お
り

、

ま

た

、
B
G
E

1
0
4
Ia
3
1
4
で
は

、
連

邦

裁
判

所

は

、
イ

ギ

リ

ス
の
:iTf事

者
H}・続

(P
a
rte
ie
n
p
ro
z
e
ss
)
か

ら
裁

断

し

て
導

入

し

た

ヨ
ー

ロ

ッ

パ
人

権
条

約

六

条

三

項

d
号

が
、
大

陸

ヨ
ー

ロ

ッ
':
的

(k
o
n
tin
e
n
ta
l-e
u
ro
p
ais
c
h
)
制
度

に
移

し
替

え

ら

れ
得

る
も

の
と

し

て
審

査

し

て

い
る
。

(16

)

V
V
D
S
tR
L

3
6
(
19
?
S
)
.
S
.
1
36
°

(17

)

K
o
rrx
n
D

H
ES
SE
,
G
r
u
n
d
z
u
g
e

d
e
s
V
e
rfa
ss
u
n
g
s
g
e
ric
h
ts

d
e
r
B
u
n
d
e
sr
e
p
u
b
lih

D
e
u
tsc
h
la
n
d
.
12
.
A
u
fl
.
H
e
id
e
lb
e
rg

a
n
d

K
a
rls
r
u
h
e
1
98
0
.
S
.
1
10
ff
.

(18

)

あ

ら

ゆ

る
基

本

権

制
約

の
前

提

と

し

て

の
法
律

上

の
根

拠

の
要
請

も

、
法

律

の
要
請

が
、
市

民

の
法

制

定

へ

の
直

接

民

主

主

義

的

な
参

与

の
尺

度

と

同

一
で
あ

る

場
合

に
は

、
特

別

の
内

容

を

も

っ
て

い
る
。

こ

の
意

味

に
お

い
て
、
連

邦
裁

判

所

は

、
ゆ
Ω
国
N
9
旨

帥
ω
◎。
ω
で
、
次

の

よ
う
に
詳

述
し

て
い
る
。
ー

「
合
法
律
性
お
よ
び
権
力
分
立

の
原
理
は
、

一
方
で
は
、
市
民
を
、
法
制
定
と
法
適
用
と
を
同
時
に
お
こ
な

う

権

限

を

有

し

て

い

る

国

家

機

関

の
恣

意

か

ら

保

護

し

、

他

方

で

は

、

民

主

的

国

家

秩

序

、

つ

ま

り

は

市

民

の

政

治

的

参

加

の

権

利

を

擁

護

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

い

る

」

と

。

参

照

'

さ

s

"

"

B
G
E

9
4

I
6
7
2
;
J
O
R
G

P
A
U
L
H

U
L
L
E
R
.
V
o
lk
e
r
r
e
c
h
t
a
n
d

s
c
h
w

e
iz
e
r
is
h
e

R
e
c
h
t
s
o
r
d
n
u
n
g
,
ln
:
R
I
K
L
IN
/
H
A
U
L
/
B
IN
S
W
A
N
G
E
R
,
H
a
n
d
b
u
c
h

d
e
r

s
c
h
w

e
iz
e
r
is
c
h
e
n

A
u
s
s
e
n
p
o
lit
ik
,
B
e
r
n

1
9
7
5
,
S
.
2
2
3
f
f:

M

L
L
L
E
R
/
W

IL
D
H
A
B
E
R
,
P
r
a
x
is

d
e
s
V
o
lk
e
r
r
e
c
h
ts
,
B
e
r
n

1
9
7
7
,
S
.
1
2
1
ff

.

(
19

)

参

照

、

た

と

え

ば

"

B
G
E

9
4

I
6
7
2
:
V
o
lk
e
r
r
e
c
h
t
a
n
d

s
c
h
w
e
iz
e
r
is
c
h
e

R
e
c
h
t
s
o
r
d
n
u
n
g

(
註

(
18

)
)
°
Qり
゜
b。
b。
°。
.
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(
20
)

参

照
、

た

と

え
ば

、

B
G
E

9
8

Ib
38
5
;
1
0
0
Ib
2
3
0
;
V
o
lk
e
rre
c
h
t
a
n
d

sc
h
w
e
iz
e
ris
ch
e
R
e
c
h
ts
o
rd
n
u
n
g

(註

(
18
)
)
°
S
.
2
27
ff
.

(
2
)

B
G
E

1
0
3

Ia
5
2
2
E
°
〉
°

(
22

)

参

照
、

一
九

七

〇
年

七

月

六

日

の
邦

の
統

治

へ
の

国
〈
U

の
範

囲

画
{}　

(K
re
iss
c
h
r
e
ib
e
n
)°

こ

れ
は

、
ζ
〔F
[男

＼
≦

5

=
〉
切
男

p゚

鉾
○
°

(A
n
m
.
18
).
S
.
1
3
1
ff
に
復

刻

さ

れ

て

い
る
。

(
23

)

一
九

七

三
年

一
月

一
九

日

の
ヨ

ー

ロ

ッ
パ

審

議
会

閣

僚

会

議
決

議

(73

)。

(24

)

】3
G
E

1
0
2
Ia
2
8
4
E
.
2
c
:
U
rte
il
v
o
m

3
ρ

9
.
19
8
0
i°S
.G
A
P
.P
r
a
19
8
1
,S
.
35
9
fE
°
ω
ρ

参

照

、

さ

ら

に
、

K
5
Z
甲
S
ch
lu
s
sa
k
t
S
例

。

こ

の

人

権

規

定

は

、

た

し

か

に
、

い

か

な

る
法

的

拘

束

力

の

あ

る

性

格

も

有

し

て

い
な

い
。

し

か

し

な

が

ら
、

そ

れ

は

、
連

邦

雑

誌

(B
u
n
d
es
b
la
tt)

(B
B
I
1
9
7
5
II
S
.
92
4
)

に
公

刊

さ

れ

て

い
る
が

、

こ

れ
ま

で
、
実

務

上

は

、

い
か
な

る
影

響

も
与

え

て

い
な

い
。
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一
九

七

八
年

一
〇

月
六

日

の
改
正

に
よ

っ
て

、
立
法

者

は

、
生

活
保

護

の
場

合

の
自

$

剥

奪

(fu
rso
r
g
e
risc
h
e
F
re
ih
e
itse
n
tz
ie
h
u
n
g
)

の
規
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r
t
3
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a
b
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9
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Z
G
B
)
を

、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

人

権
条

約

五
条

の
要

請

と

適
合

さ
せ

た

。

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
人

権
条

約

六
条

一
項

と

の

関

係

で

、
少

年

関

係

の
領

域

に

お

け

る
様

々
な

判
決

(E
n
ts
c
h
e
id
)
が

裁

判
官

に
移

送

さ

れ

る

(N
O
じ口

二

七
九

条

お

よ
び

三

一
四
条

一
号

、

一
九

七

六
年

六
月

二
五

日

の
改

正

)
。
麻

酔

剤

法

に

お

い
て

は
、

一
定

の
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
人

権

条

約

五
条

一
項

に
よ

っ
て
命

じ

ら

れ
た

手

続

の
保

障

が

、
麻

酔
依

存

症

の
人

の
入

院

と

の
関
連

で
、
行

政

官

庁

に
錨

着

さ

れ

て

い
る
。

こ

の
、
ま

た
他

の

例

の
各

々
に

つ
い
て

の
詳

論

は

、

L
⊂
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S
W
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H
A
$
E
R
,
E
rfa
h
r
u
n
g
e
n
m
it
d
e
r
E
u
ro
p
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c
h
e
n
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n
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e
n
r
e
c
h
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k
o
n
v
e
n
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S
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1
9
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9
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3
5
8
ff
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見

ら
れ

る
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G
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国
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オ

ラ
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に
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照
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僧
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.
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.
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そ

の

よ

う
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し
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、
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H
R
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H
A
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,
D
e
r
V
e
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u
n
g
s
sta
a
t
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G
e
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e
c
h
t
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n
a
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u
n
g
e
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IG
H

は

、
ナ

ミ
ビ

ア

へ
の
南

ア

フ
リ
カ

の
持

続
的

出

席

の
も
た

ら

す

法
的

結

果

に

か

ん
す

る

鑑
定

書

(Ω

』
幻
8

⊆
①
団=

97
1,
S
.
16
)
6
中

で

こ

の

こ
と

を
書

き

留

め

て

お
り

、
そ

れ

で
、
関
連

の

一
定

の
諸
決

議

は

、
そ

れ

が

今

日

の
国

際

法

の
普

遍

的

原
則

を

具
体

化

し

た
も

の

で
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七

二

(認

)

あ

る

限

り

で
、

国
連

非

加

盟

国

に
対

し

て
も

一
定

の
効

力

を

有

す

る

の

で
あ

る
。
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い
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.
2
5
)
,
S
.
3
3
1,
A
n
m
.
2
2
a
n
d
2
3
に
よ

る
概
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改
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に
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ロ
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権
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約

な

ど

が
進

み
出

し
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経

過

に
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特
別

の
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が
向

け
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れ
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よ
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で
あ
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①
「α
Φ
)

を

、
裁

判
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成

法

(O
O
)

八
四

条

一
項
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号
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領

域
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C
号

の
意

味

で

の
国

家

条

約
訴

訟
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s
b
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h
w
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し
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に
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す
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Ω
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N
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痘

零
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方
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と

え
ば
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ロ

ッ
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人
権

条

約

一
〇

五
条

二
項

に
即

し

た
実

体

的

意

味

に

お
け

る
法

律

の
必

要

性

に
か

ん

し

て

は

〔次

の

こ
と

が

指

摘

さ
れ

る
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ま

さ

に

、
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接

民
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主
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的

制
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っ
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い
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ス
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ス
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政
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シ

ス

テ
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お

け

る
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律

適

合

性

原

理
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特

別
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重

要
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け
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邦
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あ
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